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議   事 

午前10時   開議 

○委員長（藤田慶則君） おはようございます。 

 開会前に申し上げますが、新型コロナウイルス感染症対策のため、会議中はマスクを着用願います。

委員長においても、マスク着用のまま議事を進行します。 

 出席委員は、定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を始めます。 

 それでは、議案第33号から議案第43号までを一括して議題といたします。 

 質疑は終わっておりますので、これより討論及び採決を行います。 

 まず、議案第33号、令和５年度奥州市一般会計予算について討論ありませんか。 

 16番瀨川貞清委員。 

○16番（瀨川貞清君） 16番瀨川貞清です。 

 私は、ただいま議題となっております議案第33号、令和５年度奥州市一般会計予算について、反対

の立場で討論いたします。 

 最初に、職員の皆さんの日夜を分かたぬご奮闘に敬意と感謝を表するものであります。市民の福祉

向上を目的とする行政運営は、軍事費２倍化、消費税インボイス制度の導入、新型コロナ感染症の５

類移行など、岸田政権の悪政の荒波から、市民を守る防波堤にならなければならないと考えるもので

あります。 

 その観点で、２年目を迎えた倉成市政の予算案を見るならば、評価すべき点も見受けられます。今

までの財政再建一辺倒とも見える経費削減、施設合理化が目立つ予算から、ふるさと納税などを活用

して、未来投資枠事業として約７億5,700万円を計上するなど、希望が見いだせる予算案と考えます。 

 小さな拠点づくり事業、地域おこし協力隊運営事業、産後ケア事業など、寄り添う奥州プロジェク

ト事業に加えて、日本共産党市議団が長年要求し続けてきた子どもの医療費助成給付事業で、高校生

まで医療費の窓口負担ゼロを達成したこと、第二子以降３歳未満児の保育料の無償化、職員採用での

実質20人増などは、評価すべきことと考えます。 

 その一方で、予算審査の中で指摘しなければならない点が見受けられました。個人情報保護条例へ

の抵触が危惧される自衛隊への名簿提供、官製ワーキングプアの温床になっている会計年度任用職員

の待遇改善、地元企業への支援体制、農業支援に対する根本的な姿勢の問題など、看過することがで

きない諸問題が浮き彫りになりました。 

 以上の理由から、私は令和５年度一般会計については賛成できません。なお、詳しくは10日の本会

議で論じることといたします。 

 以上で令和５年度一般会計予算への反対討論といたします。 

○委員長（藤田慶則君） 23番中西秀俊委員。 

○23番（中西秀俊君） 議案第33号、令和５年度奥州市一般会計予算に賛成の立場で討論をいたしま

す。 

 予算額においては615億7,600万円余の一般会計予算であります。実質的に奥州市合併以来、最大の

規模の積極的予算となっております。新たに倉成市長直轄事業や事業対策などに取り組む未来羅針盤

課をつくり、未来投資枠を設け、別予算を確保して新事業を推進する大きな特徴であり、抑制から戦

略的視点もあります。この３年間あまり、新型コロナウイルス感染症による事業縮小でもありました。
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好調なふるさと納税などの影響で、財政調整基金を積み増しして、財政健全化に力を込めて長期財政

見通しが立てられております。 

 予算においては、歳出削減一辺倒ではなく、未来志向の積極的事業に結びつけていく政策でありま

す。新たな財源確保と徹底した経費削減はもちろん、最大の費用対効果を十分に考慮した市政運営を

強く期待をいたします。 

 全体的に安定的な財政基盤の確立のために、健全な危機感を持って、未来にわたって持続可能な基

盤を目指して取り組んでいかれます。あらゆる分野においてバランスが取れた予算案であり、評価さ

せていただきます。具体の内容については、本会議で述べさせていただきます。 

 財政的に厳しい年度となることも予想される中、ぜひ全庁一丸となって気を引き締めた行政運営を

お願いいたします。倉成市長には高い期待を申し上げます。 

 これからも、市民が自ら奥州市に魅力を感じ、将来に希望を抱くことができるこの地に住み続けた

い、住んでみたいと思える奥州市になっていくことを強く期待して、賛成討論といたします。 

○委員長（藤田慶則君） 討論を終結いたします。 

 これより採決します。本案は原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

〔 賛 成 者 起 立 〕 

○委員長（藤田慶則君） 起立多数であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 次に、議案第34号、令和５年度奥州市国民健康保険特別会計予算について討論はありませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（藤田慶則君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤田慶則君） ご異議なしと認めます。よって、議案第34号は原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 次に、議案第35号、令和５年度奥州市後期高齢者医療特別会計予算について討論ありませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（藤田慶則君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤田慶則君） ご異議なしと認めます。よって、議案第35号は原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 次に、議案第36号、令和５年度奥州市介護保険特別会計予算について討論ありませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（藤田慶則君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤田慶則君） ご異議なしと認めます。よって、議案第36号は原案のとおり可決すべきも
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のと決しました。 

 次に、議案第37号、令和５年度奥州市浄化槽事業特別会計予算について討論ありませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（藤田慶則君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤田慶則君） ご異議なしと認めます。よって、議案第37号は原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 次に、議案第38号、令和５年度奥州市バス事業特別会計予算について討論ありませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（藤田慶則君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤田慶則君） ご異議なしと認めます。よって、議案第38号は原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 次に、議案第39号、令和５年度奥州市米里財産区特別会計予算について討論ありませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（藤田慶則君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤田慶則君） ご異議なしと認めます。よって、議案第39号は原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 次に、議案第40号、令和５年度奥州市工業団地整備事業特別会計予算について討論ありませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（藤田慶則君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤田慶則君） ご異議なしと認めます。よって、議案第40号は原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 次に、議案第41号、令和５年度奥州市水道事業会計予算について討論ありませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（藤田慶則君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤田慶則君） ご異議なしと認めます。よって、議案第41号は原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 次に、議案第42号、令和５年度奥州市下水道事業会計予算について討論ありませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 
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○委員長（藤田慶則君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤田慶則君） ご異議なしと認めます。よって、議案第42号は原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 次に、議案第43号、令和５年度奥州市病院事業会計予算について討論ありませんか。 

〔 「 な し 」 と 呼 ぶ 者 あ り 〕 

○委員長（藤田慶則君） 討論なしと認めます。 

 採決いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤田慶則君） ご異議なしと認めます。よって、議案第43号は原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 お諮りいたします。これより本特別委員会として、ただいま採決した令和５年度予算11件について、

提言の取りまとめの方法でありますが、効率よく検討するため、４つの検討グループに分けることと

し、その分掌及び委員は別紙印刷配付のとおり指定したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（藤田慶則君） ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 

 なお、グループごとの検討に当たりましては、グループ代表を決めていただき、全体での提言の事

前取りまとめ時に報告していただきますので、よろしくお願いします。 

 また、各グループの意見の取りまとめは、本日中を目途に行っていただきますようご協力願います。 

 取りまとめた結果は、明日午前10時から開催するグループ全体会議でご報告いただきます。 

 本日の会議はこれをもって散会いたします。 

 次の会議は、３月７日午前10時半から開くことにいたします。 

午前10時13分 散会 

 


